
　

町
で
は
、
高
齢
の
方
や
心
身
に

障
が
い
の
あ
る
方
の
冬
期
間
の
在

宅
福
祉
の
向
上
を
目
的
に
、「
冬

期
福
祉
手
当
」を
給
付
し
ま
す
。

【
手
当
の
金
額（
年
額
）】

　

一
世
帯
あ
た
り
５
，
０
０
０
円

【
交
付
申
請
の
手
続
】

　

申
請
す
る
方
は
世
帯
主
で
す
。

①
必
要
な
も
の

　

世
帯
主
の
印
鑑
、
世
帯
主
名
義

の
預
貯
金
通
帳
、
給
付
対
象
を
証

明
す
る
も
の（
各
種
手
帳
、
特
定

疾
患
医
療
受
給
者
証
、
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
、
児
童

扶
養
手
当
証
書
な
ど
）

※
代
理
人
が
申
請
書
を
提
出
す
る

　

場
合
も
こ
れ
ら
を
持
参
す
る
こ

　

と
。
代
理
人
の
印
鑑
は
不
要
で

　

す
。

②
受
付
期
間

　

平
成
28
年
３
月
31
日

③
申
し
込
み
先

《
八
雲
地
域
》

　

保
健
福
祉
課（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ

ザ
内
）、住
民
生
活
課
社
会
係
、落

部
支
所

《
熊
石
地
域
》

　

熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

【
給
付
対
象
世
帯
】

　

対
象
は
、
八
雲
町
に
居
住
す
る

世
帯
の
う
ち
、
在
宅
で
次
の
①
〜

⑨
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
町
民

税
非
課
税
世
帯
で
す
。た
だ
し
、生

活
保
護
世
帯
は
対
象
外
で
す
。

①
満
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の

　

世
帯

②
満
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
、
最

　

初
の
3
月
31
日
ま
で
の
児
童
を

　

扶
養
す
る
ひ
と
り
親
世
帯

③
八
雲
町
寝
た
き
り
老
人
等
在
宅

　

介
護
支
援
手
当
支
給
要
綱
に
該

　

当
す
る
方
が
い
る
世
帯

④
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対

　

象
障
が
い
児
が
い
る
世
帯

⑤
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

　

祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
が

　

い
る
世
帯

⑥
療
育
手
帳
Ａ
の
交
付
を
受
け
て

　

い
る
方
が
い
る
世
帯

⑦
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

　

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
い

　

る
世
帯

⑧
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

　

級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が

　

い
る
世
帯

⑨
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証（
国

　

が
定
め
る
疾
患
限
定
）交
付
を

　

受
け
て
い
る
方
が
い
る
世
帯

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
64
│
２
１
１
１

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

『
冬
期
福
祉
手
当
』申
請
受
付
中

平
成
27
年
11
月
2
日
〜
平
成
28
年
3
月
31
日

ホ
ッ
カ
イ
ド
ウ
・
ハ
ー
ト
フ
ル
臨
時
支
援

事
業
の
対
象
期
間
拡
大
の
お
知
ら
せ

  

今
年
度
、
北
海
道
庁
で
は
、
一

定
の
要
件
を
満
た
し
た
要
介
護
の

方
・
障
が
い
者
の
方
で
、
申
請
さ

れ
た
方
に
対
し
北
海
道
内
の
取
扱

店
で
ご
利
用
頂
け
る
商
品
券
5
，

0
0
0
円
分
を
配
布
す
る「
ホ
ッ

カ
イ
ド
ウ
・
ハ
ー
ト
フ
ル
臨
時
支

援
事
業
」を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
、
平
成
27
年
４
月
１
日
時

点
で
の
該
当
者
が
対
象
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
27
年
９
月
１

日
時
点
で
の
該
当
者
も
対
象
に
な

り
ま
し
た
。
新
た
に
対
象
と
な
る

方
に
は
、
事
務
局
よ
り「
事
業
案

内
兼
交
付
申
請
書
」が
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

な
お
、
妊
産
婦
の
方
を
対
象
と

し
た「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
・

プ
レ
マ
マ
臨
時
サ
ポ
ー
ト
事
業
」

は
該
当
者
に
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

【
申
請
方
法
】

（
要
介
護
・
障
が
い
者
の
方
）　

　

事
務
局
よ
り「
事
業
案
内
兼
交

付
申
請
書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

「
申
請
書
」を
返
信
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
り
商
品
券
を
お
送
り

し
ま
す
。

【
商
品
券
ご
利
用
期
間
】

　

平
成
27
年
10
月
１
日
〜

平
成
28
年
１
月
31
日

【
給
付
対
象
の
方
】

（
要
介
護
・
障
が
い
者
の
方
）　

　

平
成
27
年
４
月
１
日
及
び
、
平

成
27
年
９
月
１
日
時
点
で
北
海
道

ま
た
は
道
内
市
町
村
が
認
定
し
次

の
項
目
に
該
当
す
る
方

①
要
介
護
認
定
３
以
上
の
方

②
障
害
支
援（
程
度
）区
分
４
以
上

　

の
方

③
特
別
障
害
者
手
当
受
給
者
の
方

④
経
過
的
福
祉
手
当
受
給
者
の
方

⑤
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の

　

方
【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
要
介
護
・
障
が
い
者
の
方　
　

　
ホ
ッ
カ
イ
ド
ウ
・
ハ
ー
ト
フ
ル

　
臨
時
支
援
事
業
事
務
局

　
☎
０
１
１
│
３
３
０
│
８
０
４
１

﹇
受
付
﹈
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年
始

　
を
除
く
、平
成
28
年
３
月
31
日

　
（
木
）ま
で
）

　
詳
細
は
特
設
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

　

http://w
w
w
.heartful-

　

prem
am
a-hkd.jp

【
申
請
書
に
つ
い
て
】

　

消
費
税
引
き
上
げ
に
よ
る
負

担
緩
和
の
た
め
、「
臨
時
福
祉
給

付
金
」の
申
請
書
を
該
当
と
思

わ
れ
る
世
帯
へ
送
付
し
て
い
ま
す
。

【
申
請
方
法
】
①
郵
送
で
の
申

請
…
返
信
用
封
筒
に
て
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

※
本
人
確
認
書
類
、
通
帳
の
コ

ピ
ー
漏
れ
及
び
押
印
漏
れ
が
多

い
の
で
、
確
認
し
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

②
窓
口
で
の
申
請
…
役
場
か
各

支
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
記
入
や
確
認
書
類
等
の
コ

ピ
ー
が
困
難
な
方
は
、通
帳
、印

鑑
等
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
限
】

　

12
月
28
日（
月
）ま
で

◎
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由

に
避
難
さ
れ
て
い
る
方（
Ｄ
Ｖ
被

害
者
）は
、
臨
時
福
祉
給
金
の

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課　
社
会
係
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